
■議会活性化事項の実施スケジュール

議案提案 ■ （施行（実施） 試行

19年 20年 21年

12月 1月 3月 4月 9月 12月 3月 4月

① 討論の交互廃止

② 委員間討議の充実・強化

③ 委員外議員の参加及び討議の充実

④ 議会白書の作成

⑤ 広報、公聴常任委員会の新設

⑥ 「一般質問」の時間制限の廃止

⑦ 「一般質問」の回数制限廃止

⑧ 議員研修条例の制定

⑨ 議員の口利き防止条例の制定

⑩ 傍聴人の討議への参加

⑪ 「質疑」の回数制限廃止

⑫ 議会による行政評価

⑬ 説明員の反問制度の導入

⑭ 議会基本条例の制定 町民懇談会（広報・公聴委）

⑮ 通年議会制度の導入

⑯ 文書質問（質問趣意書）制度の導入

⑰ 学識経験者等の専門的知見の活用等

⑱ 議会評価、議員評価の充実

⑲ 選挙期間における立会演説会・討論会の開催 次期改選期（23年8月）まで総務委員会で調査

⑳ 福島町町づくり基本条例（仮称） 町民説明会 町民検討委員会 町民説明会 提言書

12月 1月 3月 4月 9月 12月 3月 4月


